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　1　葬儀の手順
■臨終から納骨まで■

・医師による死亡の判定
＊死亡診断書、死体検案書

・葬祭業者の選択
・区市町村窓口に死亡届、火葬許可申請書を提出
・火葬許可証の交付を受ける。
・関係者への連絡

・遺体処置
・納棺

・神道では「通夜祭（遷霊祭）」、キリスト教では「前夜式」
・弔問受付
・（通夜振る舞い）

・平均１時間程度
・出棺

・「火葬許可証」を火葬の際に火葬場に提出し、証印を得ると
  「埋葬許可証」になります。
・拾骨
・分骨を希望する場合には、事前に申し出ておく。

・「埋葬許可証」をお寺や霊園管理事務所に提出する。
・一般的には四十九日に納骨することが多いが、葬儀の当日、
　翌日、一周忌、三回忌などにすることもある。

※これは、葬儀を行うにあたっての一般的なケースです。

・「精進落とし」「お斎
トキ

」「直
ナオ

会
ライ

」などという。

臨　　　　　　終

遺　体　搬　送

納　　　　　　棺

納　　　　　　骨

通　　　　　　夜

葬儀(・告別式）

火　　　　　　葬

会　　　　　　食
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費用
死亡届・
火葬許可
申請書

自宅 事故死 施設 病院 死亡

寝台車料金 引取り

通夜・
葬儀費・
飲食費・
寺院費用

葬祭場
（通夜・葬儀）

自宅
（通夜・葬儀）

自宅
（通夜のみ）

自宅（通夜・
葬儀なし）

遺体

霊柩車
料金

大学から
霊柩車

霊柩車又は
寝台車

搬送

献体の場
合、登録
大学へ

葬祭場（葬儀）

火葬料・
遺骨収納
容器代・
読経料

火葬

埋葬許可証

車代 搬送

　

遺骨

埋葬・散
骨・墓地
費用等

散骨 自宅安置

自宅

埋葬

火
葬
許
可
証

人が亡くなると

寝台車

寝台車

火葬場(火葬）

タクシー・ハイヤー等
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　医療機関や医師から、死亡診断書（死体検案書）が 　火葬するには、「火葬許可証」が必要です。火葬時間

発行されます。死亡診断書（死体検案書）は死亡届と は約１時間程度です。火葬が終わると、故人の遺骨を

一枚の用紙になっており、広げると右側が死亡診断 拾って遺骨収納容器(骨壺)に納めます。分骨を希望す

書（死体検案書）、左側が「死亡届」になっています。 る場合、あらかじめ葬儀社に申し出ておくと、分骨用の

「死亡届」に亡くなった方の氏名、住所、本籍等、必要 遺骨収納容器や錦袋を用意してくれます。

事項を記入し、届出人となる親族（配偶者、子、親、兄 　火葬場では、火葬後「火葬許可証」に火葬をした証明

弟姉妹等）または同居者等が住所及び本籍地を記入 （火葬を行った日、火葬場管理者の署名、押印）をしま

の上、届出人欄に署名をします。 す。この「火葬許可証」は喪主の方が立ち合いのもと骨

　届出期間は、届出人が死亡を知った日から７日以内 壺と木箱の間に納めることが一般的です。

です。届出先は、届出人の所在地（住所地）・死亡者 　こちらは納骨のときに必要な書類となりますので、紛

の本籍地・死亡地、いずれかの区市町村窓口です。 失しないようご注意ください。

　「火葬許可証」は、ご遺体の火葬に必要な許可証で

す。「死亡届」と同時に申請すると区市町村窓口から

交付されます。この「火葬許可証」は、火葬の際に火

葬場に提出します。 　一般的には精進落としと呼ばれ、葬儀でお世話にな

※火葬場が確定してから申請していただくことになり った人たちをもてなすために行われます。

ます。ご注意ください。 　自宅で行う場合には、近隣で料理をつくることもあり

　上記の手続きは、「死亡届」に必要事項が記入され、 ますが、最近では仕出し料理を頼むことが多いようで

届出人の署名があれば、他の親族や葬儀社等が届 す。「通夜振る舞い」と同様にいろいろなやり方があり

出人にかわって提出することができます。 ますので、費用との関係をよく考えて行いましょう。

　病院で亡くなった場合には、死後の処置がされた後、 　納骨の時期に特に定めはありません。一般的には、

霊安室に移されます。その際、病院と契約している葬 四十九日が多いようですが、地域によっては葬儀の

儀社を紹介されることもありますが、その業者に依頼 当日、直後にすることもあります。

するかどうかは自由です。搬送だけを頼むこともでき 　納骨の際には､「火葬許可証」をお寺や霊園事務所

ます。すでに業者が決まっている場合は、その業者に に預けます。

遺体の搬送も依頼するほうがいいでしょう。 　墓地などの手配ができず､自宅での保管もできない

ときには、納骨堂に『一時預かり』をしてもらいます。

また、最近の土地不足のため、墓地の代わりに集合

式の納骨堂も建設されています。

　通夜振る舞いは、故人への供養のためと、弔問客へ

の返礼とお清めの意味で行われるものです。これには

特別な形式はありません。飲食を出す場合、簡単に茶

菓子だけの場合、又はお酒や寿司等の詰め合せを帰

りに渡す場合などいろいろなやり方があります。費用と

の関係をよく考えて選択しましょう。

死亡届、火葬許可証 火 葬

会 食

遺 体 搬 送 納 骨

通夜振る舞い
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■葬祭業者を選ぶ時には■

　葬祭サービスを提供する業者のことを、「葬儀社」と 　葬儀についてある程度の方針が決まったら、葬儀社

呼びます。大きく分けて、次の３つに分類されます。 に連絡します。葬儀社には葬儀の準備・進行などすべ

（１）葬祭専門業者 てを任せることになるので､信頼できる葬儀社を選ぶこ

（２）冠婚葬祭互助会 とが大切です。

（３）生協等

（１）自宅で葬儀を営む場合

　近所にある葬儀社に依頼すると便利です。近くにあ

ると打合せもスムーズにできるほか､急にものが必要

になったときなど迅速に対応できます。

　また葬儀の営み方は地域による違いが非常に大き

いので、地域の慣習・慣例をよく知っている地元の葬

儀社の方がよいということもあります。

＜葬祭専門業者＞ （２）寺社等で営む場合

　葬祭専門業者は、家族を中心に営まれる小規模なも 　僧侶や神職、神父・牧師に葬儀社を紹介してもらう

のから、株式上場するような大企業まで多種多様です。 と、宗旨に合った葬儀を行ってもらえます。

＜冠婚葬祭互助会＞ （３）斎場・葬儀場で営む場合

　冠婚葬祭互助会は、婚礼や葬儀の費用を一定期間 　出入業者を紹介してもらうと、式場の広さや設備を

に割賦方式で積み立て、必要になったときに利用する 熟知しているのでトラブルが少なく、葬儀の進行も円

会員システムです。 滑に行ってもらえるようです。

　加入に当たっては、自分が契約しようとする金額で、

どのようなサービスが受けられるかを確認しましょう。

＜生協等＞

　生協等の葬祭サービスは、原則的にはそれぞれの

組合員対象のサービスとなっています。

　こうした構成員に対する葬儀サービスは、企業や団

体（労働組合、業界組合など）が福利厚生の一環とし

て、葬祭業者と提携して実施しているケースもありま

す。もしものときには、所属の団体などから提携業者

の斡旋紹介を受けることもいいでしょう。

葬祭業者の種類 業者を選ぶ際のポイント

地元での評判や、応対
の際の態度なども、よく
チェックしましょう。
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（１）見積書と請求書をチェック

●葬儀社とのトラブルにおいて、最も多いものに見積

りした内容と請求料金の違いがあります。

●葬儀社の提案された「コース｣料金において、総額

だけでなく、そのコースの内容や内訳を詳しく確認し

ておくことが大切であります。見積書にも請求書にも

明細を書いてもらいましょう｡そのうえで､納得がいか

なければ、葬儀社に説明を求めましょう。

●例えば、ローソクの太さや長さ、本数。会葬礼状は

何枚単位であるかなどがあります。

●「セット料金」に含まれないものは多数あり､その料

金も格差がありますので､その都度確認するとともに

理解した上で葬儀社に発注しましょう。

（２）葬儀料金の見方

●葬祭料金は葬儀社により異なりますし､コースによ

ってもその料金は違います。

●葬祭料金の見方としては、区民葬儀の料金表と比

較することも参考になるのでしょう。

●基本料金は格安と説明し、追加する項目が多いこ

ともありますので､葬儀社の説明内容を十分に吟味

する必要があります。

トラブル防止のために

葬儀を葬儀社に依頼する際
には、最初に希望や方針を
はっきりと伝えましょう。

大抵は、コースによるセット
価格が提示されます。しかし、
必要のないものがある場合
には、個々に頼んだ方が結
果的に安価になる場合があ
ります。

コースに含まれないものの例

お清め・お料理、斎場の費用、
香典返し、ハイヤー、マイクロ
バス、火葬料金など
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　２．葬儀と費用
■葬儀費用の内訳■

　葬儀にかかる費用は、大きく分けると以下の３種類で 葬儀社への支払額

す。 ○基本葬儀料

(１)葬儀施行費用 ○上記以外の施行項目費用

　葬祭業者への支払いや遺体の火葬費、搬送費、式場 ○立替金

利用料等です。

＋
（２）飲食接待費用

　通夜や葬儀の飲食にかかるものです。 通夜からの飲食接待費

○通夜からの飲食費

（３）宗教儀礼費用 ○寸志(心付け）

　寺院、教会などへのお礼等です。 ○諸雑費

　その他、香典返しや地方からきた親戚などの宿泊費、 ＋
手伝ってくれた人へのお礼、火葬場等への心付けなど

が必要となる場合があります。 寺院費用

○お経料

○戒名・法名

■葬儀費用の実態■ ○お布施

　費用は、葬儀の方法や地域ごとの慣習などで、大き

く違ってきます。 〓

平均金額

Ａ 葬儀一式費用　※ 121.4万円

Ｂ 通夜からの飲食接待費 30.6万円

Ｃ 寺院への費用(お経料､戒名料､お布施等) 47.3万円

Ｄ 葬儀の総費用　※※ 195.7万円 　　地域の町会の町会会館等で

葬儀・告別式を行うことが可能な会館

※　病院からの搬送費・安置・飾りつけ・会場祭壇設営・ もあります。

　　会葬礼状・霊柩車・ハイヤー・火葬費用・斎場使用料等 　　利用を希望する際には、町会長や

※※ 総費用のみの回答者もいるため、Ａ、Ｂ、Ｃの合計と 町会役員の方にご相談ください。

　　Ｄの総費用は一致しません。

（出典）「第１１回葬儀についてのアンケート調査」
（一般財団法人日本消費者協会）

葬儀の総額
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■必要最小限の葬儀項目は■

　故人を送る方法は事情によってそれぞれですが、

最低限でも死亡届の提出や火葬などの各種手続き、

財産処理はしなければなりません。

　そのためには以下の項目が必要となります。

（１）死亡診断書代

　１通当たりの料金は病院によりまちまちです。

（２）棺

　火葬場では遺体を棺に入れて扱うことになります。

　材質や購入先によって価格が違います。

（３）火葬費

　火葬費は地域差があり、民営か公営かによっても

違います。

［参考］

●区内にある町屋斎場の一般の火葬料金は、

７５，０００円～１４５，０００円(令和４年４月現在、

大人料金）となっています。

■葬儀費用の準備■
●東京都生活文化局の調査(平成１４年３月）による 　葬祭業者に頼まずに、自分たちで

と、自分の葬儀について「 準備している 」という人は 葬儀を行うことは可能です。

３４．４％です｡年代別に見ると､年代が高くなるにつれ 　ただし、火葬場の手配や遺体の運

準備をしている人の割合が増え、６０代では５２．８％､ 搬など、多くの時間や人手が必要と

７０代では６８．２％が準備をしていますが、３０代では なってきます。

８．９％にすぎません。 　また、火葬場の手配については、

●準備の内容（複数回答）は、「生命保険の費用を充 葬祭業者に依頼する必要がある場

てる予定である｣とした人が約半数、次いで「預貯金し 合もあります。

ている」が約４割、「互助会に入っている 」人が約３割 　そのため、葬祭業者に依頼するの

と金銭的に準備している人が多い一方、「家族に自分 が、一般的になっているようです。

の葬儀の話をしている」とした人が４割以上いることが

注目されます。
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◎区民葬儀とは？

　区民葬儀とは、特別区の代表や葬祭業協同組合等で構成する特別区区民葬儀運営

協議会の指定を受けた葬儀店が、特別区区民葬儀運営協議会で取り決めた費用で

葬儀を行うものです。

◎利用の資格は？

　亡くなられた方が２３区内にお住まいであったか、葬儀を行う親族の方が２３区内にお住

まいならどなたでもご利用になれます。

◎利用方法は？

　①　区役所１階（戸籍住民課）へ死亡届を提出の際、区民葬儀券を請求してください。

　②　区民葬儀取扱店（次ページ参照）に直接、区民葬儀利用の申し込みをしてください。

　③　区民葬儀券に必要事項を記入し、②で申し込んだ取扱店にお渡しください。

◎葬儀の内容は？

　葬祭具、霊柩車のそれぞれについてランクがあり、個別に指定のうえ、自由に組み合わ

せることができます。

　なお、葬祭内容の詳しいご相談は、区内の取扱店までお問い合わせください。

◎区民葬儀取扱店とは？

　現在、荒川区内に６店あります（次ページ参照）。

　取扱店の店頭には、区民葬儀取扱店であることが明示されている所定の標識が設置さ

れています。

区民葬儀料金表 令和4年4月1日改定

１　祭壇料金（御寝棺を含む）（税込） ３　火葬料金（非課税）

Ａ１ 59,600円

Ａ２ 34,500円

Ｂ ※　「小人」とは満６歳以下の方です。

Ｃ ※　この火葬料金については民営火葬場

※　満６歳以下の小人は、Ａ１、Ａ２、Ｂ、Ｃともに   （町屋斎場、四ツ木斎場等）の料金です。

   1,100円引きです。

※  祭壇をご利用にならず、寝棺のみご利用の場合は、 ４　遺骨収納容器代（税込）
　次の表の金額(税込)に別途人件費が必要となります。

２号一式

桐張棺 66,000円 ３号一式

桐張棺(長尺棺） 79,200円 小　人 ６号一式

プリント棺 44,000円 ※　「小人」とは満６歳以下の方です。

○祭壇、霊柩車、火葬、遺骨収納容器について

２　霊柩車運送料金（税込） は、ご利用になる方がそれぞれ取捨選択し、

30kmまで 組み合わせてご利用できます。

宮型指定車 45,370円 ○葬祭を行うにあたっては、この料金表に含
普通霊柩車 23,490円 まれない諸費用が別途必要となります。

■区民葬儀のご案内■

金襴５段飾り

金襴４段飾り

白布３段飾り

白布２段飾り

料　　金区　　分

312,180円 325,380円

区　分 長尺棺(ﾛﾝｸﾞｻｲｽﾞ)

大　人

小　人259,600円

136,400円

100,100円

料　　金

11,990円

10kmまで

33,270円

区　　分

15,570円

10,780円

2,530円

20kmまで

大　人

19,530円

棺 料金

区　分

普通サイズ棺

39,320円

272,800円

171,600円

135,300円
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１　祭壇・御寝棺料金
区民葬儀での ２　霊柩車運送料金

全体費用は ３　火葬料金 と　諸費用　の合計額です。

４　遺骨収納容器代 　　（別途料金）

※祭壇料金には、設営、撤収及び管理費(連絡通信費、人件費、運搬費、交通費）が含まれ

　ています。

※祭壇をご利用にならずに寝棺のみご利用の場合は、別途人件費が必要です。

※　諸費用（別途料金）　としてかかるもの（下記参照）は、区民葬儀に含まれていませんので、

　葬祭業者にご相談ください。

　　お供物、テント、葬祭場借り上げ、マイクロバス、ハイヤー等

南千住２－１９－１１

町屋３－３０－８

東尾久６－１６－２２

西尾久２－１５－４

東日暮里３－４６－６

西日暮里６－６－１０

東京博善　町屋斎場 荒川区町屋１－２３－４

東京博善　四ツ木斎場 葛飾区白鳥２－９－１

＊　個人の直接の火葬申込は受付けていませんので、各葬儀店にご相談ください。

（有）綿貫商店

（有）稲葉葬祭

３８９３－８６０９

３８９２－０３１１

３６０１－０４２４

３８９１－６３２０

３８９３－７６４４

近隣火葬場

店名 所在地 電話番号

３８９２－０４０６

３８９２－８７８３

（有）京当商店

（有）松石商店

（有）かねこ葬祭

店名 所在地 電話番号

３８０１－６５３４

諸費用（別途料金）の例
　　ドライアイス、遺影写真､生花、会葬礼状、会葬用品、食事、花輪、

特別区区民葬儀　荒川区内取扱店

（株）式典石井商店
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　３　死後の手続き
　■区役所での手続き■

以下の手続きを区役所の窓口で行う必要があります。 ＜死亡一時金＞

詳しくは、１３ページの手続き一覧表を参照し、それぞれ ●第１号被保険者（任意加入被保険者を含む）として保険料納

の担当課にご相談ください。 付済期間が３６月以上（一部納付の場合は月数が変わります）

あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなった

（１）国民健康保険又は後期高齢者医療制度加入者 とき、 生計を同一にしていた遺族(※)が受けられる一時金です。

●国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入して ※請求できるご遺族は、配偶者（事実婚を含む）、子、父母、孫、

いる方が死亡したとき､葬祭を行った方（申請者）に対し  　祖父母または兄弟姉妹です。 

て葬祭費が支給されます。申請時には、保険証、葬儀

の領収書（または会葬礼状）､葬儀を行った方の預金通 （３）その他の手続き

帳を持参してください。 ①世帯主　→　世帯主変更届　　 ［戸籍住民課］

申請期限は、葬祭を行った日の翌日から２年以内です。

亡くなった方の保険証等は返還願います。 ②外国人住民 → 特別永住者証明書または在留カードの返還

［東京出入国在留管理局］

（２）国民年金加入者又は受給権者

●年金受給権者が死亡したときは、年金受給権者死亡 ③印鑑登録者　→　印鑑登録カードの返還　　　　　　　　　　　　　　［戸籍住民課］

届の提出が必要です。また未支給年金等が受けられる

場合は、その請求手続きも必要です。お早めに年金事 ④住民基本台帳カード・マイナンバーカード所持者　

務所で手続きをしてください。 　　→ 住民基本台帳カード・マイナンバーカードの返還

国民年金の第１号被保険者（自営業、学生など）または 　※相続等の手続でマイナンバーの提出を求められる

第１号被保険者だった方が死亡した場合には、条件によ 　　 場合がありますので、マイナンバーカードは手続を

り遺族基礎年金､寡婦年金､死亡一時金のいずれかが 　　 終えるまで保管しておくことをお勧めします。 ［戸籍住民課］

支給されることがあります。

⑤医療費助成受給者　→　受給証・医療証の返還

　＜遺族基礎年金＞ ［各該当の医療費助成担当課へ］

●次のいずれかに該当する方が死亡した場合に、死亡

した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」 ⑥介護保険被保険者　→　被保険者証等各種証の返還

または「子」に支給されます。 ［介護保険課］

（子とは１８歳到達年度の３月３１日までの方を言います）

①国民年金被保険者 ⑦身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳　

②６０歳以上６５歳未満の方で、日本国内に住所を有し 　　所持者　→　手帳の返還　　 ［障害者福祉課］

ていた方（一定の要件あり）

③老齢基礎年金の受給資格期間が２５年以上ある方 ⑧児童手当、児童育成手当、児童扶養手当、特別児童扶

※上記①②の場合は一定の保険料納付要件があります。    養手当の受給者　→　受給者変更又は喪失の届　　　　　

　　（新たに手当等が受給できるケースもあるので早めに

　＜寡婦年金＞ 　 　担当課に相談） 　［子育て支援課］

 ●第１号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間

含む）が１０年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎 ⑨シルバーパスをお持ちの方　→　パスの返還

年金などを受けずに死亡したときに、１０年以上の継続 ［（一社）東京バス協会　電話５３０８－６９５０］

した婚姻関係があった妻に支給されます。支給期間は

６０歳から６５歳になるまでです。 ⑩特別区民税・都民税（住民税）の納税義務者

　　　→相続人代表者指定届の提出 　［税務課］
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　■勤務先での手続き■ 　■預金に関する手続き■
（１）死亡報告など ●死亡者名義の銀行預金については、名義の

　●死亡を報告するための必要書類を提出します。 変更をしなければなりません。用意するものは

銀行により若干違いますが、除籍謄本､法定相

（２）返還を要するもの 続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、相続の証

●健康保険証などの返還のほか､社員証､バッジ、 明書類、通帳、相続人代表者の実印などが必

会社等の鍵、会社の資料は返還します。 要になります。郵便貯金も、これに準じます。

（３）手続きをするもの 　■死亡保険金の手続き■
●死亡退職金､最終給与､財形・社内預金､企業 ●生命保険の被保険者が亡くなると、保険金

年金、健康保険の葬祭費、埋葬料、労災保険な 受取人に死亡保険金が支払われますので、加

どは確認して必要な手続きを取ります。 入している保険会社に問い合わせてください。

●扶養家族が死亡した場合には､健康保険から 必要書類は保険証券、死亡診断書（死体検案

家族埋葬料が支給されます。 書）、本人の戸籍謄本（抄本）または住民票、

●厚生年金や共済年金の加入者または受給者 請求者全員の印鑑証明書､請求者の戸籍謄本

が死亡したときは、遺族の生計が本人に維持さ （抄本）､保険金請求書､その他です。保険会社

れていてかつ一定の条件が満たされる場合に 所定の用紙が多いので、直接相談した上で手

は、遺族給付が受けられます。 続きをします。

●詳しくは、勤務先の担当部署や年金事務所な

どにお問い合わせください。 　■その他の手続き■
●土地・建物等の不動産は地方法務局に、有

 ■所得税確定申告､医療費控除申告■ 価証券は証券会社に相談・依頼して手続きを

●死亡者の１月１日から死亡日までの所得税の確 とります。自動車は陸運支局等に、その他電話、

定申告（準確定申告）は、死亡者の死亡時の住所 電気、ガス、水道の場合は、管轄の営業所に

地を管轄する税務署に対し、相続人が相続の開始 連絡します。　　

があったことを知った日（通常は死亡日）の翌日か

ら４か月以内に行う必要があります。この際、死亡

者が支払った医療費から一定額を差引いた金額

（上限額あり）について併せて申告すれば、医療費

控除が適用されます。

●詳しくは、管轄の税務署にお問い合せください｡
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手続期限 種類 必要書類等 問合わせ先

死亡の事実を
知った日から７
日以内

死亡届
届書及び死亡診断書各１通（病院等から
交付される死亡診断書は届書と一体に
なっていることが多い）

戸籍住民課
戸籍係
内線２３５４、２３５６～７

死亡届をすると
き

死体火葬許可証交付申請 申請書１通（死亡届と同時に申請）
戸籍住民課
戸籍係
内線２３５４、２３５６～７

住民票の世帯主変更届（世
帯主が死亡したとき）

届出人（死亡者と同一世帯員）の本人
確認が確認できるもの（運転免許証等）
※死亡した人を含めて３人以上の世帯
は原則手続が必要です

戸籍住民課
住民記録係
内線２３６２～４

国民健康保険の適用終了届
※75歳以上の方(後期高齢
者医療被保険者)は不要

国民健康保険証、マイナンバーのわか
るもの、届出人の本人確認できるもの
（運転免許証等）
※世帯主が死亡した場合は世帯全員
の国民健康保険証

国保年金課
国保資格係
内線２３７５～６

１５日以内
児童手当、児童育成手当、
児童扶養手当、特別児童扶
養手当

今まで受給していた手当等がある場合は、変
更・喪失手続きをお願いします。新たに手当等
を受給できる場合もあります。必要書類等は
担当係でご案内します。１５日以内の申請が
必要な場合もありますので、お早めに担当係
へご相談ください。

子育て支援課
子育て給付係
内線３８１６

死亡一時金（年金を受給する
前に亡くなった方）

住民票の写し、戸籍謄本、亡くなられた
方の年金手帳など

国保年金課
国民年金係
内線２４１３

国民健康保険加入者の葬祭
費（７５歳未満）

保険証、葬儀の領収書（会葬礼状）、葬
儀を行った方の預金通帳など

国保年金課
保険給付係
内線２３８１～３

後期高齢者医療保険加入者
の葬祭費（７５歳以上）

保険証、葬儀の領収書（会葬礼状）、葬
儀を行った方の預金通帳、印鑑など

国保年金課
後期高齢者医療係
内線２３９１～２

印鑑登録証・区民カード・住
基カードの返還

亡くなられた方の印鑑登録証・区民
カード・住基カード

戸籍住民課
住民記録係
内線２３６２～４

遺族基礎年金
住民票の写し、戸籍謄本、死亡診断
書、課税（非課税）証明書、亡くなられ
た方の年金手帳など

寡婦年金
住民票の写し、戸籍謄本、課税（非課
税）証明書、亡くなられた方の年金手帳
など

原動機付自転車（125cc以
下）の廃車・名義変更

ナンバープレート、標識交付証明書、譲
渡証明書（名義変更の場合のみ）、本
人確認書類（運転免許証等）

税務課
税務係
内線２３１２

特別区民税・都民税（住民
税）の相続人代表者指定届
の提出

相続人代表者となる方の本人確認書
類（代理人が手続きする場合は、委任
状と代理人の本人確認書類）

税務課
課税係
内線２３１６～９、
２３２１～３

高齢者に関するサービス利
用者

利用種別により異なりますので、担当
係へご相談ください。

高齢者福祉課
高齢者福祉係
内線２６６１

介護保険に関すること
利用種別により異なりますので、担当
係へご相談ください。

介護保険課
資格保険料係
内線２４４１～３

国保年金課
国民年金係
内線２４１３

死後の手続き一覧表

■期限のあるもの

１４日以内

２年以内

■すみやかに行っていただくもの　　（次ページに続く）
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手続期限 種類 必要書類等 問合わせ先

身体障害者手帳、愛の手
帳の返還

亡くなられた方の愛の手帳、身体障害
者手帳

障害者福祉課
相談支援係
内線２６８５

難病医療券、精神保健福
祉手帳の返還

亡くなられた方の難病医療券、精神保
健福祉手帳

障害者福祉課
こころの健康推進係
内線２６８８

障害者に関するサービス利
用者

障害者福祉に関する手当
の受給者

１４日以内 年金受給権者死亡届

遺族厚生年金

遺族共済年金

未支給年金

２年以内
社会保険（健康保険）加入
者の埋葬料、家族埋葬料

埋葬料の請求、保険証等
勤務先または管轄の
年金事務所

２年以内 労災保険の埋葬料

５年以内 労災保険の遺族補償給付

４か月以内 所得税の準確定申告
源泉徴収票、生命保険・地震保険の控
除証明書、医療費の明細書等

管轄の税務署

１０か月以内 相続税の申告と納付
遺産分割協議書の写し、固定資産税評
価証明書、預貯金の残高証明書等

管轄の税務署

３年以内 生命保険の保険金
保険証書､死亡診断書、戸籍謄本、印
鑑証明書、最終の保険領収書等
※保険会社により異なります

保険会社

５年以内 簡易保険の保険金
保険証書､死亡診断書、戸籍謄本、印
鑑証明書、最終の保険領収書等

郵便局

預貯金の名義変更 通帳、戸籍謄本、相続証明書類等 銀行、郵便局

有価証券の名義変更 相続証明書類等 取引証券会社

相続確定後１５
日以内

自動車（661cc以上）及びバ
イク（126cc以上）の移転登
録

戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、移転
登録申請書、自動車検査証等

陸運支局または検査
登録事務所

自動車（660cc以下）の移転
登録

戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、移転
登録申請書、自動車検査証等

軽自動車検査協会

電話の名義変更 名義変更届(印鑑、戸籍謄本・抄本等） 各電話会社

電気・ガス・水道 名義変更届(電話でも可能） 管轄の営業所

■区役所以外で手続きが必要なもの（一例）

 　　　　　※詳しくは、問合わせ先にご確認ください。

■すみやかに行っていただくもの　　（前ページからの続き）

利用種別により異なりますので、担当係
へご相談ください。

障害者福祉課
相談支援係
内線２６８５
こころの健康推進係
内線２６９５

勤務先または管轄の
労働基準監督署

死亡診断書等

すみやかに

管轄の年金事務所や
各共済組合

住民票の写し、戸籍謄本、死亡診断書、
課税(非課税)証明書、請求する方の預
金通帳、亡くなられた方の年金手帳など
(手続き内容により異なります)
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４　知っておくと便利な情報

○献体を希望する場合は、医歯学系大学 ○故人が臓器提供意思表示カードなどに

や献体の会などに生前に届け出て、登録 より、臓器提供を希望していたら、死後す

してもらいます。(家族の同意が必要で ぐに医師にその旨を申し出るか、カードに

す。）遺体は、登録先の大学に運ばれるこ 表示してあるドナー情報用全国共通連絡

とになります。 先まで連絡します。

○臓器提供後すぐに、遺体が返されるの

○遺骨が戻るまでの期間は、長引くことも で、普通と変わりなく葬儀を行えます。

ありますが、大体１～３年。返還先のない

遺骨は大学の墓所に納骨され、慰霊祭が ○（公社）日本臓器移植ネットワーク

行われます。 　港区海岸３－２６－１パーク芝浦１２階

　フリーダイヤル　０１２０－７８１－０６９

○火葬場や移送費用などは、献体先の負 　 電話　５４４６－８８００

担になります。 　 ＦＡＸ　５４４６－８８１６

●臓器提供意思表示カードは、

○（公財）日本篤志献体協会
次の窓口にあります

　新宿区西新宿３－３－２３　 〇荒川区保健所(北庁舎１階・がん予防･健康

　ファミール西新宿４階４０４号室   づくりセンター)

電話３３４５－８４９８ 〇各区民事務所

ＦＡＸ３３４９－１２４４

問い合わせ先

　　　荒川区保健所生活衛生課　内線４２２

＜ 臓 器 提 供 ＞

◆ 献 体 し た い と き ◆

＜ 献 体 ＞

◆ 臓 器 提 供 意 思 表 示 カ ー ド ◆

＜自死遺族の方の相談窓口>

＊自死遺族相談ダイヤル

（ＮＰＯ法人 グリーフサポートリンク）

０３－３２６１－４３５０ 11時～19時（木）

※このほか、相談窓口は東京都保健福祉局

の「遺族支援事業」HPをご覧ください。
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　■都立霊園に申し込むには■

○都立霊園は、公募・抽選によって新たな使用者を決定します。募集期間中に専用申し込み書を郵送し、当選した場

合には資格審査があります。

募集する霊園や墓数などは年度によって変わりますので、必ず下記にお問い合わせのうえ、申し込んでください。

○（公財）東京都公園協会本社　公園事業部霊園課　電話　３２３２－３１５１

名称 所在地 最寄駅 電話番号

多磨霊園 府中市多磨町４－６２８

・西武多摩川線　多磨駅　徒歩５分
・JR中央線　武蔵小金井駅　または
　京王線　多磨霊園駅から京王バス
　多磨霊園表門下車

０４２－３６５－２０７９

小平霊園 東村山市萩山町１－１６－１ ・西武新宿線　小平駅　徒歩５分 ０４２－３４１－００５０

八王子霊園 八王子市元八王子町３－２５３６
・ＪＲ中央線､京王線　高尾駅から
　西東京バス　霊園正門下車

０４２－６６３－１５３３

八柱霊園 千葉県松戸市田中新田４８－２

・新京成線　八柱駅、ＪＲ武蔵野線　新八柱駅
　徒歩２０分
　または駅前から新京成バス　八柱霊園下車
・北総線　松飛台駅　徒歩２５分

０４７－３８７－２１８１

青山霊園 港区南青山２－３２－２

・地下鉄銀座線　外苑前駅　徒歩７分
・地下鉄千代田線　乃木坂駅　徒歩１０分
・地下鉄大江戸線、銀座線、半蔵門線
　青山一丁目駅　徒歩９分

０３－３４０１－３６５２

谷中霊園 台東区谷中７－５－２４
・ＪＲ各線、京成線、日暮里・舎人ライナー
 日暮里駅　徒歩６分

０３－３８２１－４４５６

雑司ケ谷霊園 豊島区南池袋４－２５－１

・地下鉄有楽町線　東池袋駅　徒歩１０分
・地下鉄副都心線　雑司が谷駅　徒歩１０分
・ＪＲ山手線　池袋駅　徒歩１５分
・都電荒川線　都電雑司ヶ谷駅　徒歩５分

０３－３９７１－６８６８

染井霊園 豊島区駒込５－５－１

・ＪＲ山手線、地下鉄三田線　巣鴨駅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　徒歩１０分
・ＪＲ山手線、地下鉄南北線　駒込駅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　徒歩１２分

０３－３９１８－３５０２

　都立霊園一覧表
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参考　　区内葬祭業者一覧

○ 全日本葬祭業協同組合連合会　加盟店

（港区港南２－４－１２　港南ＹＫビル４階　電話５７６９－８７０１）　

　　荒川区南千住２－１９－１１

　　荒川区町屋３－３０－８

　　荒川区東尾久６－１６－２２

　　荒川区西尾久２－１５－４

　　荒川区東日暮里３－４６－６

　　荒川区西日暮里６－６－１０

○ （一社）全日本冠婚葬祭互助協会　加盟店

（港区西新橋１－１８－１２　ＣＯＭＳ虎ノ門６階　電話３５９６－００６１）

契約者相談室 電話０１２０－０３４－８２０　

店　　名

店　　名

住　　所 電話番号

住　　所

３８９２－０４０６

３８９２－８７８３

３８０１－６５３４

３８９１－６３２０

３８９３－８６０９

３８９３－７６４４

（株）式典石井商店

（有）京当商店

（有）松石商店

（有）かねこ葬祭

（有）綿貫商店

（有）稲葉葬祭

電話番号

０１２０－０３－００４４
　㈱互助センター友の会
　（区内斎場ホール保有）

　豊島区北大塚２－３－１６

　㈱千代田セレモニー 　荒川区西日暮里６－５５－１ ０１２０－７７－９８７６
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このハンドブックの発行にあたっては、いくつかの葬祭に関する文献を参考にさせていただきました。

平成１２年　３月発行　　 平成３１年　４月改訂
平成２０年　４月改訂　　 令和２年　　９月改訂
平成２０年１０月改訂　　 令和４年　　４月改訂
平成２１年　４月改訂　　
平成２２年　４月改訂　　
平成２３年　４月改訂　　
平成２４年　４月改訂　　
平成２５年　４月改訂　　
平成２６年　４月改訂　　
平成２７年　４月改訂　　
平成２８年　４月改訂　　 発行 荒川区区民生活部区民課
平成２９年　４月改訂 〒１１６－８５０１　荒川区荒川２－２－３
平成３０年　４月改訂 電話　０３－３８０２－３１１１　内線２５１３




